
当法人では職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作る
ことによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするために、取り組みます。

1.計画期間 平成24年9月1日～平成27年3月31日 2年７カ月

2.内容

目標1： 子の看護・介護休暇の取得しやすい環境整備
看護休暇・介護休暇の取得を半日単位で取得できるようにする。

● 平成24年09月～
社内掲示板にて、制度の周知徹底、利用促進を行う。

● 平成24年10月～
管理職への研修実施する。
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